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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空又は減圧状態で、昇華又は蒸発した成膜材料を基板に成膜する成膜室と、
　それぞれ成膜材料を収容し、加熱手段によって昇華又は蒸発させる複数の材料収容部と
、
　前記材料収容部ごとに設けられた供給路を経由して前記複数の材料収容部から供給され
る成膜材料を、前記成膜室において前記基板に向けて放出させる放出口と、
　前記複数の材料収容部と前記放出口との間で、複数の前記供給路を互いに連結する連結
空間と、
　前記連結空間に配置された複数の圧力検出器と、
　前記複数の材料収容部と前記連結空間との間に、前記供給路ごとに前記成膜材料の流量
を調整する流量調整機構と、
　前記流量調整機構を制御する成膜速度制御装置と、を備え、
　前記成膜速度制御装置が、前記複数の圧力検出器により検出された圧力分布データに基
づいて算出される成膜速度変動と、あらかじめ設定された成膜速度変動の許容値とを比較
し、前記許容値から逸脱しないように前記各流量調整機構を制御して、前記複数の材料収
容部から供給される成膜材料を、前記連結空間を介して前記放出口から放出させることを
特徴とする成膜装置。
【請求項２】
　前記複数の材料収容部が前記成膜室の外に配置されていることを特徴とする請求項１に
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記載の成膜装置。
【請求項３】
　前記複数の材料収容部にそれぞれ設けられた前記加熱手段は、互に独立して制御が可能
であることを特徴とする請求項１又は２に記載の成膜装置。
【請求項４】
　前記複数の流量調整機構は、互に独立して制御が可能であることを特徴とする請求項１
乃至３のいずれか１項に記載の成膜装置。
【請求項５】
　真空又は減圧状態の成膜室に配置した基板に放出口を対向させ、複数の材料収容部を加
熱して昇華又は蒸発させた成膜材料を、前記材料収容部ごとに設けられた供給路を経由し
て前記放出口から放出して前記基板に成膜する成膜方法において、
　前記複数の材料収容部から供給される前記成膜材料を、複数の前記供給路を互いに連結
する連結空間に供給する工程と、
　前記連結空間に供給された前記成膜材料を前記放出口から放出し、前記基板に成膜する
工程と、を有し、
　前記連結空間に配置された複数の圧力検出器により検出された圧力分布データに基づい
て算出される成膜速度変動と、あらかじめ設定された成膜速度変動の許容値とを比較し、
前記許容値から逸脱しないように、前記複数の材料収容部の前記供給路にそれぞれ設けら
れた流量調整機構を制御して、前記連結空間に供給される成膜材料の流量を調整すること
を特徴とする成膜方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機発光素子の有機化合物層等を成膜するための成膜装置及び成膜方法に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　フルカラーフラットパネルディスプレイに対応した表示素子として、有機発光素子（有
機電界発光素子）が注目されている。有機発光素子は、蛍光性あるいは燐光性を有する有
機化合物層を電気的に励起して発光させる自発光型素子であり、高輝度、高視野角、面発
光、薄型で多色発光が可能である、などの特徴を有している。有機発光素子は数ｎｍ～数
１００ｎｍの厚さで形成される薄膜を複数積層させることにより、所望の機能を発揮する
デバイスである。このような有機発光素子を基板面内に配列させて形成されるフラットパ
ネルディスプレイにおいては、素子を構成する複数の薄い有機化合物層の膜厚そのものの
精度を高めるとともに、その基板面内での膜厚分布を一定にすることが、製造上の重要な
課題となる。
【０００３】
　有機発光素子を作製するための成膜装置として、特許文献１に開示された成膜装置が知
られている。この装置は、成膜室内にて基板と対向する位置に成膜材料を気体分子として
放出する放出口を配置し、放出口と連通した材料収容部を成膜室の外に配置している。そ
して、放出口と材料収容部を連通した供給路上に設けられた流量規制バルブ（流量調整機
構）を閉じることで、成膜室の真空を破ることなく、材料収容部を交換する材料供給作業
を実施することが可能である。
【０００４】
　したがって、材料交換時にも成膜工程を停止する必要性はなくなり、効率的に作業を進
められる。これにより有機発光素子を搭載したフラットパネルディスプレイ（有機ＥＬデ
ィスプレイ）の大量生産の生産効率を一段と高めることができる。
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２８１８０８号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来技術においても、有機ＥＬディスプレイの大量生産での低コス
ト化を追求する場合、生産数を増加させるために各層の成膜時間を短縮することが課題と
なる。
【０００７】
　成膜装置においては、有機発光素子を構成するすべての有機層において、高い成膜速度
を達成することが必要となるが、特許文献１には、成膜速度を高めるための具体的な記載
はない。
【０００８】
　一方で、成膜速度を高めるには下記に示すような手段が知られており、これらを上記成
膜装置と併用することも可能ではあるが、それぞれの方法にも以下のような未解決の課題
がある。
【０００９】
（１）温度を高くする方法
　飽和蒸気圧曲線に従えば、材料収容部に充填される成膜材料に加える温度を高くすれば
、成膜速度は指数的に上昇することが知られている。しかし有機発光素子を構成する成膜
材料には、蒸発あるいは昇華温度と材料分解温度との温度差が非常に狭いものを含むこと
が多い。このため、実用的な成膜速度（０．１～１００Å／ｓｅｃ）での温度範囲におい
て、温度のみの調整で高い成膜速度を達成することは困難である。
【００１０】
（２）気化する表面積を増やす方法
　材料収容部内で成膜材料が気化する表面積を増やすことで、成膜速度を増加させられる
ことが知られている。ただし、有機発光素子を構成する有機材料の熱伝導性が低いため、
広い表面全体で均一温度を達成することは困難であり、通常は温度分布が形成されてしま
う。一方で、上記（１）にも記載したように、実用的な成膜速度での許容温度範囲が狭い
ことから、形成される温度分布によっては、材料収容部に接触する高温部分での材料分解
が懸念される。このような課題によって、成膜速度を高めるために表面積を広げる方法は
、有機発光素子を構成している有機材料に適用することが難しい。
【００１１】
　また、材料収容部を成膜室の外に配置する都合で放出口や供給路等の構造が必須である
ことを前提とした場合には、材料収容部内が飽和蒸気圧に近い状態になると、表面積の増
加分に対する成膜速度の上昇率が飽和に近づく。このため、高い成膜速度では表面積を増
やすことで成膜速度を高める効率は小さくなってしまうという課題もある。
【００１２】
（３）材料収容部を増やす方法
　ひとつの基板に対して材料収容部の数を増やすと、その積分効果により成膜速度を高め
ることが可能である。ただし、個々の材料収容部で制御される成膜速度にはばらつきがあ
り、材料収容部の数を増やすことで基板面内での膜厚分布の誤差が増えてしまう。
【００１３】
　本発明は、有機ＥＬディスプレイの生産性をより一層高めるため、複数の材料収容部を
用いて高い成膜速度で長時間安定した成膜作業を実施可能であり、しかも均一な膜厚分布
を達成することのできる成膜装置及び成膜方法を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するため、本発明の成膜装置は、真空又は減圧状態で、昇華又は蒸発し
た成膜材料を基板に成膜する成膜室と、それぞれ成膜材料を収容し、加熱手段によって昇
華又は蒸発させる複数の材料収容部と、前記材料収容部ごとに設けられた供給路を経由し
て前記複数の材料収容部から供給される成膜材料を、前記成膜室において前記基板に向け
て放出させる放出口と、前記複数の材料収容部と前記放出口との間で、複数の前記供給路
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を互いに連結する連結空間と、前記連結空間に配置された複数の圧力検出器と、前記複数
の材料収容部と前記連結空間との間に、前記供給路ごとに前記成膜材料の流量を調整する
流量調整機構と、前記流量調整機構を制御する成膜速度制御装置と、を備え、前記成膜速
度制御装置が、前記複数の圧力検出器により検出された圧力分布データに基づいて算出さ
れる成膜速度変動と、あらかじめ設定された成膜速度変動の許容値とを比較し、前記許容
値から逸脱しないように前記各流量調整機構を制御して、前記複数の材料収容部から供給
される成膜材料を、前記連結空間を介して前記放出口から放出させることを特徴とする。
【００１５】
　本発明の成膜方法は、真空又は減圧状態の成膜室に配置した基板に放出口を対向させ、
複数の材料収容部を加熱して昇華又は蒸発させた成膜材料を、前記材料収容部ごとに設け
られた供給路を経由して前記放出口から放出して前記基板に成膜する成膜方法において、
前記複数の材料収容部から供給される前記成膜材料を、複数の前記供給路を互いに連結す
る連結空間に供給する工程と、前記連結空間に供給された前記成膜材料を前記放出口から
放出し、前記基板に成膜する工程と、を有し、前記連結空間に配置された複数の圧力検出
器により検出された圧力分布データに基づいて算出される成膜速度変動と、あらかじめ設
定された成膜速度変動の許容値とを比較し、前記許容値から逸脱しないように、前記複数
の材料収容部の前記供給路にそれぞれ設けられた流量調整機構を制御して、前記連結空間
に供給される成膜材料の流量を調整することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　成膜材料への熱ダメージを抑えた状態で高い成膜速度を得られるように複数の材料収容
部を用いる。そして、各材料収容部から昇華又は蒸発させた成膜材料を連結空間において
混合することで、膜厚分布を均一にする。
【００１７】
　大判基板において、高い成膜速度で長時間成膜を続ける場合においても、成膜材料の熱
ダメージを抑制し、かつ膜厚の不均一を抑制し、高精度な膜厚制御を実現することができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明を実施するための最良の形態を図面に基づいて説明する。
【００１９】
　図１に示すように、基板Ｗに有機発光素子の有機化合物層を成膜するために、複数の材
料収容部１０において成膜材料を加熱機構（加熱手段）１１によってそれぞれ加熱し、昇
華又は蒸発した成膜材料を供給路１２を経由して成膜室内の放出口１３へ導く。真空又は
減圧状態の成膜室内の基板Ｗと対向させた位置に、成膜材料Ｐを放出する複数の放出口１
３が配置される。
【００２０】
　すなわち、それぞれ供給路１２（１２－ａ、１２－ｂ、１２－ｃ）を介して連結空間１
４と連通する３つの材料収容部１０（１０－ａ、１０－ｂ、１０－ｃ）は、互に独立して
制御可能な加熱機構１１（１１－ａ、１１－ｂ、１１－ｃ）に囲まれている。３つの材料
収容部１０（１０－ａ、１０－ｂ、１０－ｃ）には同じ成膜材料を充填してある。
【００２１】
　このように、同じ材料を充填した複数の材料収容部から蒸発あるいは昇華した成膜材料
を、連結空間を介して放出させることで、各材料収容部での成膜速度差を緩和することが
できる。
【００２２】
　連結空間において気体として存在する成膜材料が衝突を繰り返し、拡散及び混合するこ
とで空間密度を均一化できように、連結空間の大きさは成膜材料の平均自由工程以上に設
定しておくことが好ましい。有機発光素子を構成する有機材料の場合、その実用的な範囲
において短辺の長さを５ｍｍ以上とするのがよい。
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【００２３】
　図１の装置における成膜速度を制御する手段は、材料収容部の加熱機構である。たとえ
ば、所定の規格から逸脱して成膜速度あるいはその分布が低下した場合には、各加熱機構
を互に独立して制御し、各材料収容部に印加する温度をその誤差を補正するために必要な
分上昇させればよい。
【００２４】
　同じ成膜材料が充填された３つの材料収容部を同時に利用することで、基板面での成膜
速度は３つの材料収容部の成膜速度を合成成分とすることができる。その結果、高い成膜
速度を達成できるようになる。このことは、成膜速度の高速化において、個々の材料収容
部での成膜速度を軽減でき、材料への熱ダメージを抑制できるようになることを意味して
いる。
【００２５】
　次に、図１の装置と、同じ構成で材料収容部１０を一つしか持たない図６に示す比較例
とを用いて、それぞれの成膜速度の違いを導き、本実施形態によれば各材料収容部に必要
な成膜速度を軽減できる効果について説明する。
【００２６】
　なお下記式では、材料収容部で蒸発あるいは昇華した成膜材料が、供給路、連結空間、
そして放出口に至る連通空間で分子流として存在するものとして扱う。
【００２７】
　一般に分子流領域での成膜速度は、下記の（式１）に従うことが知られている。なお、
成膜速度はＱ、コンダクタンスをＣ、系内の圧力差をΔＰとする。
【００２８】
　Ｑ＝ＣΔＰ　　（式１）
ここでは大量生産時のことを考慮して、材料収容部をある一定温度で加熱しつづける場合
、又は材料収容部内が飽和蒸気圧近傍に到達している場合を前提とし、圧力差ΔＰはコン
ダクタンスに依存しないものとして扱う。
【００２９】
　本実施形態による図１の装置と比較例の成膜速度比は（式２）のようになる。なお本実
施形態の成膜速度及び合成コンダクタンスをＱ１、Ｃ１とし、比較例ではＱｒｅｆ．、Ｃ
ｒｅｆ．とした。
【００３０】
　成膜速度比：Ｑ１／Ｑｒｅｆ．＝Ｃ１／Ｃｒｅｆ．　　（式２）
　一般的に、並列及び直列の合成コンダクタンスは（式３）、（式４）で表せることが知
られている。
【００３１】
　並列接続の合成コンダクタンス：Ｃ＝Ｃ１＋Ｃ２＋Ｃ３＋・・・　　（式３）
　直列接続の合成コンダクタンス：Ｃ＝（１／Ｃ１＋１／Ｃ２＋１／Ｃ３＋・・・）－　

１　

　　（式４）
【００３２】
　これらにより本実施形態と比較例の合成コンダクタンスは（式５）、（式６）のように
なる。なお、各材料収容部とそれに繋がる供給路のコンダクタンスをＣａ、Ｃｂ、Ｃｃと
し、連結空間及び放出口のコンダクタンスをＣｍとする。
【００３３】
　本実施形態の合成コンダクタンス：Ｃ１＝（Ｃｍ×（Ｃａ＋Ｃｂ＋Ｃｃ））／（Ｃｍ＋
Ｃａ＋Ｃｂ＋Ｃｃ）　　（式５）
　比較例の合成コンダクタンス：Ｃｒｅｆ．＝（Ｃｍ×Ｃａ）／（Ｃｍ＋Ｃａ）　　（式
６）
【００３４】
　たとえば、ここでＣｍ＝Ｃａ＝Ｃｂ＝Ｃｃ＝Ａとすると、各合成コンダクタンスは次の



(6) JP 5506147 B2 2014.5.28

10

20

30

40

50

ように表せる。
【００３５】
　本実施形態の合成コンダクタンス：Ｃ１＝（３／４）×Ａ　　（式７）
　比較例の合成コンダクタンス：Ｃｒｅｆ．＝（１／２）×Ａ　　（式８）
　合成コンダクタンス比：Ｃ１／Ｃｒｅｆ．＝３／２＞１　　（式９）
　　　　　　　　　　　∴Ｃ１＞Ｃｒｅｆ．　　（式１０）
【００３６】
　したがって、すべての材料収容部の温度を揃えた場合、あるいは材料収容部内が飽和蒸
気圧近傍の状態である場合には、比較例よりも本実施形態の成膜速度のほうが高い。
【００３７】
　なお、（式１０）の関係は、連結空間及び放出口のコンダクタンスＣｍが、各材料収容
部とそれに繋がる供給路のコンダクタンスＣａ、Ｃｂ、Ｃｃと同等あるいはそれ以上の場
合に常に成立する。
【００３８】
　また、各材料収容部１０と供給路１２との連結部にはゲートバルブ部１５が設けられて
いる。成膜中に材料供給のために所定の材料収容部１０を取り外して交換する際には、そ
れに対応したゲートバルブ１５を閉じることで、成膜室と材料収容部１０との連通を遮断
した状態で作業を行うことができる。
【００３９】
　成膜工程においては、同じ種類の材料を充填した材料収容部１０のうちの２つを同時に
利用し、残りの１つを準備用として利用することもできる。つまり成膜中に、順次材料収
容部の交換をすることができる。これにより材料供給にともなう稼働率の低下を低減する
ことが可能となる。
【００４０】
　たとえば、事前に準備用の材料収容部１０が所定の成膜速度に到達するように加熱機構
１１により温度調整をしておき、交換すべき材料収容部１０のゲートバルブ１５を閉状態
にした後、準備用のゲートバルブ１５を開状態とする。このようにして、連結空間１４に
必要量の成膜材料を流し込むことができる。
【００４１】
　また、複数の加熱機構１１の温度の調整は互に独立して行うことが可能である。このた
め必要な合成成膜速度や膜厚分布、また、各材料収容部１０内に充填されている材料量等
に応じて、各加熱機構１１の設定温度を調整すればよい。
【００４２】
　図示はしていないが、材料収容部１０以外、たとえば供給路１２、連結空間１４、放出
口１３等の成膜材料が通過する部材には加熱手段がそれぞれ設けられており、成膜材料の
付着による不具合を防止するために適宜温度を調整できるようになっている。
【００４３】
　図２に示すように、連結空間１４は、基板Ｗに成膜するための成膜室１内に放出口１３
とともに配置してもよいし、図３に示すように、成膜室１の外に連結空間１４を配置して
、放出口１３のみを成膜室１に開口させる構成でもよい。
【００４４】
　また、図３～５に示したように、各供給路１２に流量を変化させる流量調整機構２０を
備えている場合には、成膜速度の制御を温度で制御するのではなく、流量調整機構２０を
利用するのがより好ましい。その理由は、特に有機発光素子に用いられている有機材料は
熱伝導性が低く、加熱手段による温度制御では時間応答が遅いため、調整作業に時間を要
するからである。
【００４５】
　流量調整機構２０としては、たとえばニードルバルブ、バタフライバルブ、ゲートバル
ブのバルブ類あるいはシャッター等の成膜材料（気体分子）の流れを調整あるいは開放、
遮断できる機構の中かから、成膜装置の構造や適応範囲に応じて選択することができる。
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必要に応じて、複数のバルブやシャッターを組み合わせて利用することも可能である。
【００４６】
　また、図５に示すように、連結空間１４に複数の圧力検出器１６を配置して、成膜速度
と相関をもつ連結空間１４での成膜材料の気体分子密度及びその空間分布を検知するとよ
い。そして、成膜速度制御装置３０の成膜速度設定部３１に設定された成膜速度と比較す
る。
【００４７】
　すなわち、圧力検出器１６からの検出データをもとに、圧力分布検出手段３２を介し、
所定の成膜速度及びその分布と実際に成膜している成膜速度及び分布との乖離を成膜速度
制御手段３３で分析する。そして、差分許容値を考慮した補正値を流量調整機構２０の開
度調整にフィードバックする。なお、圧力検出器１６を加熱して成膜材料の付着を防止し
ておくことが、安定なモニタリングのために好ましい。
【００４８】
　また、図示はしていないが、放出口１３から飛翔する成膜材料の成膜速度を検出するた
めの成膜速度検出器を、放出口１３と基板Ｗとの間の空間で、基板Ｗへの成膜の邪魔にな
らない場所に設けてもよい。成膜速度検出器は、上記の位置に限定されることはなく成膜
材料の流れがある場所であればどこでもよい。たとえば、供給路の途中に分岐路を設けて
、その分岐路の先端に成膜速度検出器を設けてもよいし、成膜装置の大きさによっては複
数の個所で検出するようにしてもよい。
【００４９】
　本実施形態では、成膜室の上方に基板を、その下方に放出口を配置しているが、基板の
姿勢はこれに限定されるものではなく、縦配置あるいは基板と放出口の上下関係を逆転し
、基板を下方に配置してもよい。
【００５０】
　さらに、基板と放出口の相対位置は、成膜期間において一定であってもよいが、基板サ
イズや必要な成膜時間等の要件に応じて回転や移動をさせても構わない。
【００５１】
　図３～５では流量調整機構を成膜室の外に配置しているが、これに限定するものではな
く、制御性を考慮して適宜配置場所を選択することができる。
【００５２】
　また、図３に示したように、連結空間は成膜室の外に配置してもよい。連結空間を加熱
する場合には、連結空間から基板への熱輻射を低減することができる。これは、たとえば
高精細なシャドウマスクを用いたパターニングをするときに、基板とマスクとの相対的な
位置誤差を低減する効果がある。
【００５３】
　本実施態様によれば、同一の材料を充填した複数の材料収容部を設けて材料温度を高め
ることなく成膜速度を高め、かつ材料収容部から気化した成膜材料の成膜速度誤差を連結
空間で緩和することで、高い成膜速度で長時間成膜を続けることが可能となる。したがっ
て大判基板を用いた大量生産システムにおいても、短いタクトタイムであっても、成膜材
料の熱ダメージを抑制し、かつ所望の膜厚及び膜厚分布を達成することができる。
【実施例１】
【００５４】
　本実施例では図４の装置を用いて、有機ＥＬディスプレイを構成する複数の有機化合物
層のうちの１つを成膜する。
【００５５】
　成膜室１となる真空チャンバー内の上方部には、４００ｍｍｘ５００ｍｍのガラス製の
基板Ｗを配置し、基板Ｗの被成膜面（表面）側に対向するように成膜材料を放出する放出
口１３を設けた。
【００５６】
　ここで説明する成膜装置は、基板Ｗを搬送式の基板保持機構により保持し、５ｍｍ／ｓ
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ｅｃ移動させて、基板全面に成膜を行うものである。なお、基板上に堆積させる到達膜厚
は１０００Åを目標として設定した。
【００５７】
　成膜室内に配置された基板Ｗは、放出口１３と２００ｍｍ離間した位置に配置した。ま
た複数の煙突形状の放出口１３は連結空間１４上に等間隔に設けられ、この連結空間１４
が成膜室１の外に伸びる３つの供給路１２を介して同一の成膜材料を充填した３つの材料
収容部１０と連通している。放出口１３の開口径はそれぞれφ１５ｍｍとし、連結空間上
に５０ｍｍピッチで１０本並べた。また連結空間１４は幅６００ｍｍ×３０ｍｍ、高さ５
０ｍｍとした。
【００５８】
　３つの供給路１２には、それぞれ成膜材料の流れを遮断、開放又は流量を可変調整する
流量調整機構２０を設けてあり、これらは独立に制御することが可能である。流路調整機
構２０には、ニードルバルブを用いている。
【００５９】
　各材料収容部１０は必要な温度に制御できるよう、加熱機構１１であるヒーターで囲ん
である。
【００６０】
　放出口１３、連結空間１４、供給路１２、流量調整機構２０の周囲にも加熱のためのヒ
ーター（図示なし）が配置されており、各部で温調が可能となっている。
【００６１】
　また流量調整機構２０により成膜材料の流れを遮断し、かつ材料収容部１０内での成膜
材料の蒸発あるいは昇華を停止させた状態において、材料収容部１０のみを別の材料収容
部と交換することが可能となっている。
【００６２】
　なお図示はしないが、この成膜装置には、放出口１３から飛翔する成膜材料の成膜速度
を検知するための手段を放出口近傍に配置してあり、検知手段からの出力信号に応じて流
量調整機構２０の開度を制御することができる。検知手段は水晶振動子を用いた膜厚モニ
ターである。
【００６３】
　このような成膜装置において、適宜材料収容部１０を交換して成膜材料を供給しながら
、装置に準備した１００枚の基板を連続して移動させ、合計約２００分（約３日間）成膜
を続けた。なお、口径５０ｍｍ、深さ１００ｍｍの３つの材料収容部１０にそれぞれアル
ミキノリノール錯体（Ａｌｑ３）を１００ｇ充填し、材料収容部１０の温度を３５０℃と
して材料を昇華させた。Ａｌｑ３は一般にキャリア輸送層として用いられる有機材料で、
昇華性を有することが知られている。また成膜期間中には３つのニードルバルブを開放状
態とし、放出口直上において成膜速度２０Å／ｓｅｃを維持した。
【００６４】
　上記成膜後、各基板に堆積させた膜の厚さを測定したところ、膜厚は目標とした到達膜
厚に対して誤差は４％以下であり、かつ基板面内での膜厚分布は搬送方向及びそれと直交
する両方向で非常に均一で、その誤差が３％以下であった。
【００６５】
　また上記条件のもとで長時間の成膜をした後で、基板に堆積された膜及び材料収容部に
おいて材料分解検査をしたところ、分解材料は検出されなかった。
【００６６】
（比較例１）
　図６に示す従来型の成膜装置を用いて、実施例１と同様に、基板上に堆積した膜の厚さ
を計測した。なお実施例１と同じ成膜速度２０Å／ｓｅｃを達成するために、材料収容部
の温度を３９０℃が必要であった。
【００６７】
　上記成膜後、各基板に堆積させた膜の厚さを測定したところ、膜厚は目標とした到達膜
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厚に対して誤差は９％以下であり、かつ基板面内での膜厚分布は搬送方向及びそれと直交
する両方向で、その誤差が６％以下であった。
【００６８】
　実施例１よりも誤差が大きくなった原因として、非常に高い温度となったために温度誤
差に対する成膜速度誤差の効き率が大きくなった点が上げられる。また、昇華性材料は熱
伝導性が低いことから、材料収容部内での温度分布も誤差原因となったと想定される。
【００６９】
　また実施例１と同様に材料分解検査をしたところ、一部で分解材料が検出された。なお
、Ａｌｑ３の分解温度が３９０℃～４００℃の範囲にあることが知られている。
【実施例２】
【００７０】
　本実施例では図５の装置を用いて、有機発光素子を構成する有機化合物層を成膜する。
【００７１】
　図５に示した成膜装置は、図４に示した成膜装置に加え、連結空間１４の圧力分布（成
膜材料の気体分子の密度分布）を検出するため、連結空間内に圧力検出器１６を３箇所配
置した。流量調整機構２０は成膜速度制御装置３０からの信号を受けて駆動する構造を備
えており、成膜速度設定部３１で入力された成膜速度を維持するように流量調整機構２０
の開度を調整する。
【００７２】
　より詳細に調整の流れを説明する。まず圧力検出器１６を通じて取得された連結空間１
４での圧力分布データは、圧力分布検出手段３２を介して、成膜速度制御手段３３に送ら
れる。成膜速度制御手段３３では、事前に成膜速度設定部３１で決められた成膜速度変動
の許容値と実測した圧力分布に基づいて算出される成膜速度変動を比較して、所定の許容
値を逸脱しないように補正すべき成膜速度を算出し、開度調整手段３４に補正値を送る。
その後、開度調整手段３４では、補正値に応じた開度を算出し、各流量調整機構２０の開
度を適宜制御する。
【００７３】
　上記システムを用い、実施例１と同じ条件で成膜した後、各基板に堆積させた膜の厚さ
を測定したところ、膜厚は目標とした到達膜厚に対して誤差は３％以下であった。また、
基板面内での膜厚分布は搬送方向及びそれと直交する両方向で非常に均一で、その誤差が
２％以下であった。
【００７４】
　上記条件のもとで長時間の成膜をした後で、基板に堆積された膜及び材料収容部におい
て材料分解検査をしたところ、分解材料は検出されなかった。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】一実施形態による成膜装置を説明する図である。
【図２】図１の装置の全体構成を示す図である。
【図３】一変形例を示す図である。
【図４】実施例１による成膜装置を示す図である。
【図５】実施例２による成膜装置を示す図である。
【図６】比較例による成膜装置を示す図である。
【符号の説明】
【００７６】
　１　　成膜室
　１０　　材料収容部
　１１　　加熱機構
　１２　　供給路
　１３　　放出口
　１４　　連結空間
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　１５　　ゲートバルブ
　１６　　圧力検出器
　２０　　流量調整機構
　３０　　膜厚速度制御装置
　３１　　成膜速度設定部
　３２　　圧力分布検出手段
　３３　　成膜速度制御手段
　３４　　開度調整手段

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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